
PDF issue: 2025-07-10

田舎本寺高幡山金剛寺存立の実態

BABA, Kenichi / 馬場, 憲一

(出版者 / Publisher)
法政大学多摩論集編集委員会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
TAMA BULLETIN / 法政大学多摩論集

(巻 / Volume)
40

(開始ページ / Start Page)
223

(終了ページ / End Page)
252

(発行年 / Year)
2024-03

(URL)
https://doi.org/10.15002/00030438



　
　

田
舎
本
寺
高
幡
山
金
剛
寺
存
立
の
実
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬　

場　

憲　

一

　
　
　
は
じ
め
に

　

高
幡
山
金
剛
寺
は
武
州
多
摩
郡
高
幡
村
（
現
・
東
京
都
日
野
市
）
に
所
在
す
る
寺
院
で
あ
り
、
現
在
は
真
言
宗
智
山
派
の
別
格
本
山
で
、

高
幡
不
動
尊
と
呼
ば
れ
関
東
三
大
不
動
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
沿
革
は
応
永
二
十
二
年
（
一
四
一
五
）
に
深
大
寺
長
弁
が
案
文
し
た
勧
進
帳
に
よ
る
と
、
大
宝
年
間
（
七
〇
一
～
七
〇
四
）
以
前

に
草
創
し
た
と
あ
り
、
ま
た
寺
伝
に
よ
れ
ば
貞
観
年
間
（
八
五
九
～
八
七
七
）
に
慈
覚
大
師
円
仁
が
清
和
天
皇
の
勅
願
に
よ
っ
て
東
関
鎮

護
の
霊
場
と
し
、
不
動
堂
を
創
建
し
不
動
尊
像
を
奉
安
し
た
時
に
始
ま
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
近
世
に
入
る
と
天
正
十
九
年

（
一
五
九
一
）、
徳
川
家
康
か
ら
不
動
堂
領
と
し
て
三
〇
石
を
寄
進
さ
れ
る
な
ど
古
刹
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
近
世
後
期
の
天
保
九

年
（
一
八
三
八
）
の
高
幡
村
「
村
柄
明
細
書
上
帳
」
に
よ
る
と
金
剛
寺
に
は
僧
侶
五
名
と
俗
人
二
名
が
在
住
し
て
い
た（

1
）。

　

そ
の
よ
う
な
高
幡
山
金
剛
寺
で
あ
っ
た
が
、
近
世
に
お
い
て
は
山
城
国
醍
醐
寺
の
報
恩
院
を
本
山
と
仰
ぐ
一
方
、
地
域
に
あ
っ
て
は
地

方
教
団
組
織
と
し
て
末
寺
・
門
徒
あ
わ
せ
て
一
九
ヶ
寺
を
抱
え
、
智
山
派
の
関
東
十
一
談
林
の
一
つ
で
も
あ
り
「
田
舎
本
寺
」
と
位
置
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
寺
院
で
あ
っ
た（

2
）。

馬　場

－ 223 －



　

と
こ
ろ
で
、
田
舎
本
寺
に
つ
い
て
の
研
究
は
地
域
差
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
在
地
に
お
け
る
具
体
像
を
描
き
蓄
積
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る（

3
）。

　

そ
の
た
め
本
稿
で
は
田
舎
本
寺
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
高
幡
山
金
剛
寺
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
対
象
と
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
近
世
に
お
け
る
寺
域
環
境
や
、
金
剛
寺
と
信
仰
・
寺
院
行
政
・
地
域
社
会
・
来
訪
者
と
の
関
係
、
さ
ら
に
財
政
面
か
ら
の
寺
院

経
営
な
ど
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
、
地
域
の
寺
院
と
し
て
存
立
し
て
き
た
実
像
を
具
体
的
に
検
証
し
、
近
世
に
お
け
る
田
舎
本
寺
の
実
態

を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た（

4
）。

　
　
　
一
　
近
世
に
お
け
る
金
剛
寺
の
寺
域
環
境

　

近
世
に
お
け
る
高
幡
山
金
剛
寺
の
寺
域
に
つ
い
て
記
し
た
文
献
は
、
近
世
後
期
の
一
八
〇
〇
年
代
初
め
以
降
も
の
が
現
存
し
て
い
る
が
、

そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
近
世
後
期
の
文
献
に
よ
っ
て
寺
域
環
境
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

　

高
幡
山
金
剛
寺
の
境
域
の
様
子
が
描
か
れ
た
初
見
は
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）、
後
述
す
る
江
戸
幕
府
の
『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
』

の
編
纂
事
業
に
関
わ
っ
て
い
た
八
王
子
千
人
同
心
の
組
頭
・
植
田
孟
縉
が
著
述
し
た
地
誌
『
武
蔵
名
勝
図
会
』（
稿
本
。
日
野
市
立
新
選

組
の
ふ
る
さ
と
歴
史
館
寄
託
）
の
中
に
掲
載
さ
れ
た
挿
図
で
あ
る
【
第
1
図
】。
こ
の
挿
図
に
描
か
れ
た
本
堂
の
上
の
余
白
部
分
に
は
「
高

幡
山
金
剛
寺
并
不
動
堂
」、
境
内
の
裏
山
を
描
い
た
余
白
部
分
に
は
「
往
古
、
此
山
上
に
不
動
堂
あ
り
し
、
旧
跡
之
今
ハ
愛
宕
の
小
祠
在
」

と
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
挿
図
と
同
じ
構
図
で
書
か
れ
た
画
図
が
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
武
蔵
国
の
地
理
・
歴
史
を
詳
述

し
た
江
戸
幕
府
編
纂
の
地
誌
で
あ
る
『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
』（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
の
中
に
記
さ
れ
掲
載
さ
れ
て
い
る
【
第
2
図
】。
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第 1 図　『武蔵名勝図会』（稿本）

第 2 図　『新編武蔵国風土記稿』
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そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
二
つ
の
地
誌
に
掲
載
さ
れ
た
挿
図
と
そ
れ
ら
地
誌
に
記
さ
れ
た
寺
域
内
の
諸
堂
舎
・
諸
施
設
・
旧
跡
な
ど
に
つ
い

て
の
説
明
な
ど
か
ら
寺
域
内
の
状
況
を
み
て
い
く
と
、
ま
ず
寺
域
の
東
側
に
川
崎
方
面
へ
の
街
道
が
走
り
、
そ
の
道
に
面
し
た
と
こ
ろ
に

作
者
不
明
の
力
士
像
を
安
置
し
た
間
口
四
間
・
奥
行
二
間
半
の
「
仁
王
門
」、
そ
の
仁
王
門
の
左
側
に
東
向
き
の
柱
間
八
尺
の
「
総
門
」

が
建
っ
て
い
た
。
仁
王
門
を
通
り
寺
域
内
に
入
る
と
「
十
間
許
隔
テ
ヽ
」
正
面
に
「
不
動
堂
」
が
建
っ
て
い
て
、
そ
の
不
動
堂
は
「
向
拝

付
ノ
堂
ニ
テ
二
間
半
ニ
二
間
。
唐
破
風
ヲ
設
ク
」
と
い
う
造
り
で
あ
り
、
そ
の
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
い
た
「
本
尊
ノ
不
動
ハ
弘
法
大
師
ノ

作
ニ
シ
テ
。
木
ノ
坐
像
長
一
丈
ニ
ア
マ
レ
リ
。
左
右
ニ
二
童
子
ノ
立
像
タ
テ
リ
」
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。

　

そ
の
不
動
堂
の
後
ろ
に
は
「
茶
湯
石
」
と
い
う
高
さ
二
尺
七
寸
ほ
ど
で
上
部
が
細
く
下
部
に
至
る
と
太
く
な
っ
て
い
た
自
然
石
が
祀
ら

れ
て
い
た
が
、
こ
の
石
は
「
里
俗
ニ
服
ヌ
ケ
石
ト
呼
フ
。
喪
服
ノ
モ
ノ
。
百
日
ニ
至
レ
ハ
當
所
ヘ
来
リ
。
茶
湯
料
ヲ
納
メ
。
別
當
所
ニ
シ

テ
茶
ヲ
煎
シ
。
持
来
テ
此
石
ニ
濯
ク
」
と
い
う
穢
れ
を
斎
む
習
俗
を
伴
う
場
所
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
茶
湯
石
の
右
側
に
三
基
の
鎌
倉
・

室
町
期
の
紀
年
銘
（「
永
仁
」「
応
永
」「
文
明
」）
が
記
さ
れ
た
古
碑
が
あ
っ
た
が
、
同
じ
茶
湯
石
の
左
側
に
は
覆
屋
の
架
か
っ
た
中
に
大

き
さ
が
三
尺
四
方
の
宮
造
り
の
小
社
で
「
八
幡
・
稲
荷
・
丹
生
・
高
野
・
青
龍
権
現
ノ
五
座
」
を
祀
り
金
剛
寺
境
内
の
鎮
守
社
と
な
っ
て

い
た
「
五
部
権
現
祠
」
が
建
っ
て
い
た
。

　

ま
た
総
門
を
入
る
と
前
方
「
三
十
四
、五
間
」
先
の
正
面
に
間
口
一
二
間
半
、
奥
行
九
間
の
「
本
堂
」
が
あ
り
、
そ
の
本
堂
の
中
に
は

木
造
の
本
尊
で
作
者
不
明
の
不
動
明
王
坐
像
（
高
さ
四
尺
五
寸
）
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
本
堂
の
左
手
前
に
は
多
摩
郡
三
澤
村

（
現
・
日
野
市
）
の
「
土
方
八
右
衛
門
」
が
施
主
と
な
っ
て
同
郡
横
川
村
（
現
・
八
王
子
市
）
の
鋳
物
師
「
加
藤
三
郎
右
衛
門
宗
次
」
と

同
「
又
右
衛
門
吉
光
」
に
よ
っ
て
鋳
ら
れ
「
貞
享
三
丙
寅
年
霜
月
四
日
」（
一
六
八
六
年
）
に
奉
納
さ
れ
た
銅
鐘
が
架
か
っ
た
鐘
楼
が
建
っ

て
い
た
。

　

さ
ら
に
本
堂
の
右
側
に
「
大
師
堂
」、
そ
の
堂
の
手
前
東
側
に
周
囲
六
尺
か
ら
七
尺
ぐ
ら
い
で
深
さ
二
尺
ほ
ど
の
「
鼻
井
」
と
い
う
井

水
を
湛
え
る
場
所
が
あ
っ
た
。
そ
の
場
所
の
由
来
は
「
暦
応
二
年
不
動
尊
を
山
上
よ
り
引
下
す
時
右
尊
像
の
御
頭
落
た
る
所
へ
自
然
に
清

冷
の
泉
涌
出
け
り
」
と
あ
り
、
そ
の
時
点
で
は
「
此
水
た
と
へ
千
日
の
旱
に
も
減
す
る
事
な
く
又
ハ
数
月
の
霖
に
も
溢
る
ゝ
事
な
く
諸
人
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寒
熱
の
二
病
腫
物
眼
病
痛
所
の
煩
に
或
ハ
飲
み
或
は
付
て
其
疾
病

平
癒
せ
す
と
い
ふ
事
な
し
」（

5
）と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。

　

ま
た
総
門
の
左
手
南
側
の
樹
木
に
覆
わ
れ
た
一
角
に
「
寺
中
」

と
記
さ
れ
場
所
が
あ
り
、
間
口
四
間
・
奥
行
三
間
半
の
堂
が
建
っ

て
い
た
が
、
こ
こ
は
金
剛
寺
の
「
塔
中　

長
福
寺
」
で
あ
っ
た
。

　

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
と
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
、
江

戸
神
田
の
町
名
主
で
あ
っ
た
斎
藤
氏
（
月
岑
な
ど
）
が
三
代
に
わ

た
っ
て
著
述
し
た
『
江
戸
名
所
図
会
』
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
そ

の
中
に
絵
師
・
長
谷
川
雪
旦
に
よ
っ
て
「
高
幡
不
動
堂
」
と
題
し

た
挿
図
が
描
か
れ
て
い
る
【
第
3
図
】。
そ
れ
に
よ
る
と
挿
図
は

前
述
し
た
二
つ
の
地
誌
に
掲
載
さ
れ
た
絵
図
と
ほ
ぼ
同
様
の
構
図

で
の
描
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
異
な
る
点
は
仁
王
門
を
入
っ

た
右
手
に
南
面
し
た
鳥
居
を
は
じ
め
、
そ
の
奥
に
池
と
そ
の
池
に

浮
か
ぶ
小
島
、
小
島
に
渡
る
橋
、
そ
し
て
樹
木
が
繁
茂
す
る
小
島

に
は
「
弁
天
」
と
書
か
れ
た
小
社
な
ど
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の

場
所
に
弁
財
天
社
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
挿
図
は

イ
メ
ー
ジ
的
要
素
も
多
分
に
加
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
極
め
て
写
実
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
寺
域
前
の
道
に
は
杖

を
持
っ
て
幼
子
の
手
を
引
き
歩
く
人
や
、
馬
に
乗
っ
て
通
行
す
る

旅
人
ら
し
き
人
物
、
さ
ら
に
境
内
の
不
動
堂
前
に
は
参
詣
人
ら
し

第 3 図　『江戸名所図会』
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き
人
々
が
描
か
れ
、
当
時
の
寺
域
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
環
境
を
想

像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。     

　

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）、
多
摩
郡
関
戸
村
の
名
主
・
相
沢
伴

主
が
多
摩
川
の
源
流
か
ら
下
流
ま
で
歩
き
流
域
の
名
所
や
風
景
を

写
生
し
、
絵
師
・
長
谷
川
雪
堤
が
浄
書
し
た
『
調
布
玉
川
惣
画
図
』

が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
中
に
「
高
幡
山
金
剛
寺
」「
不
動
堂
」

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
【
第
4
図
】。
そ
の
画
図
は
多
摩
川
の
左

岸
か
ら
右
岸
方
面
を
鳥
瞰
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
高
幡
山
金
剛

寺
お
よ
び
不
動
堂
に
つ
い
て
は
多
摩
川
支
流
の
浅
川
南
岸
に
、
遠

く
丹
沢
山
塊
ら
し
き
山
々
や
高
尾
山
な
ど
の
山
並
み
を
背
景
に
手

前
の
多
摩
丘
陵
の
緑
豊
か
な
木
々
の
中
に
堂
舎
な
ど
が
描
か
れ
て

お
り
、
寺
域
が
多
摩
丘
陵
の
一
角
を
利
用
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。     

　
　
　
二
　
近
世
に
お
け
る
金
剛
寺
存
立
の
関
係
性 

　

こ
こ
で
は
、
高
幡
山
金
剛
寺
に
つ
い
て
、
近
世
寺
院
と
し
て
存

立
し
て
い
た
状
況
を
信
仰
・
寺
院
行
政
・
地
域
社
会
・
来
訪
者
な

ど
と
の
関
係
性
の
中
で
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
以
下
の
記
述
内

第 4 図　『調布玉川惣画図』
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第 図 近世金剛寺存立の関係性

高幡山金剛寺

談林 住 職

将将 軍軍

寺寺社社奉奉行行

江戸幕府

江戸四箇寺

本 山

末寺 門末・門徒

檀家

講中 門前百姓檀家

帰依者

文人墨客

法類・諸寺院

参詣人

第 5 図　近世金剛寺存立の関係図
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容
に
つ
い
て
は
第
5
図
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
）
信
仰
関
係

①
本
山

　

江
戸
幕
府
は
仏
教
教
団
を
統
制
す
る
た
め
に
本
山
・
末
寺
制
度
を
設
け
て
お
り
、
各
宗
派
の
寺
院
は
本
山
（
上
方
本
寺
）
︱
田
舎
本
寺

︱
末
寺
と
い
う
重
層
的
な
関
係
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。

　

金
剛
寺
の
本
山
に
つ
い
て
は
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
正
月
二
十
八
日
に
作
成
さ
れ
た
願
書
「
上
人
号
願
候
上
草
案
」
に
金
剛
寺

二
七
世
住
職
が
「
醍
醐
報
恩
院
末　

武
州
橘
樹
郡
高
幡
山
金
剛
寺　

盛
雅
」（

6
）と
記
し
て
い
る
。
ま
た
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
に

書
き
上
げ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
由
緒
概
略
及
古
器
物
之
記
」
に
は
「
原
ハ
無
本
寺
、
徳
川
氏
第
三
代
ノ
命
ニ
ヨ
リ
山
城
国
醍
醐
山
内
報

恩
院
ノ
門
下
ニ
隷
シ
」
と
あ
る
よ
う
に
本
山
は
山
城
国
醍
醐
寺
の
報
恩
院
で
あ
っ
た（

7
）。

②
法
類
・
諸
寺
院

　

仏
法
の
流
派
で
あ
る
法
流
相
承
や
子
弟
や
同
門
な
ど
住
職
の
個
人
的
な
関
係
に
よ
る
法
類
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
金
剛
寺
は
諸
寺
院
と
い

ろ
い
ろ
な
結
び
つ
き
を
築
い
て
い
た
。
例
え
ば
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
七
月
金
剛
寺
と
醍
醐
寺
報
恩
院
末
で
法
流
を
同
じ
く
す
る
武

州
崎
玉
郡
根
古
屋
村
金
剛
院
の
末
寺
宝
性
院
の
僧
侶
を
相
州
鎌
倉
の
我
覚
院
住
職
が
「
因
縁
」
に
よ
っ
て
弟
子
を
貰
い
受
け
る
と
い
う
出

来
事
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
対
し
我
覚
院
か
ら
「
高
幡
山
金
剛
寺
様　

御
役
僧
中
」
宛
に
請
書
を
提
出
し
て
い
た（

8
）。
こ
の
よ
う
に

僧
侶
の
移
籍
と
い
う
出
来
事
に
対
し
て
も
金
剛
寺
と
は
法
類
関
係
の
寺
院
と
い
う
こ
と
で
金
剛
寺
と
は
北
東
方
向
に
十
数
里
離
れ
て
い
た

寺
院
で
あ
っ
た
が
情
報
の
共
有
化
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
既
述
の
よ
う
に
金
剛
寺
は
三
代
将
軍
家
光
以
降
、
醍
醐
寺
報
恩
院
の
末
寺
で
あ
っ
た
が
、
真
言
宗
に
お
け
る
新
義
の
教
学
を
学
ぶ

た
め
に
京
都
の
智
積
院
や
大
和
の
長
谷
寺
小
池
坊
な
ど
と
も
交
流
し
、
歴
代
住
職
の
中
に
は
京
都
の
大
覚
寺
や
尾
張
の
大
須
真
福
寺
と
の

法
流
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
類
推
で
き
る
人
物
も
お
り
、
僧
位
僧
官
や
色
衣
の
免
許
な
ど
を
通
し
て
幅
広
く
諸
寺
院
と
の
関
係
を
構
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築
し
金
剛
寺
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る（

9
）。

③
檀
家

　

金
剛
寺
と
檀
家
と
の
関
係
を
直
接
示
す
史
料
は
金
剛
寺
文
書
の
中
に
は
現
存
せ
ず
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
は
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
十
一
月
に
金
剛
寺
が
自
坊
の
諸
堂
社
の
修
復
金
拝
借
願
書
を
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
の

願
書
に
「
檀
家
百
三
拾
軒
」
と
あ
り
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
金
剛
寺
は
一
三
〇
軒
の
檀
家
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る（

10
）。
天
保
九
年

（
一
八
三
八
）
六
月
に
は
金
剛
寺
の
後
住
職
の
件
に
つ
い
て
願
書
を
江
戸
四
箇
寺
の
真
福
寺
宛
に
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
願
書
に
は
金

剛
寺
の
「
旦
中
総
代
」
と
し
て
高
幡
村
五
人
、
三
沢
村
二
人
、
平
村
五
人
、
上
田
村
一
人
、
日
野
宿
一
人
、
石
田
村
一
人
、
新
井
村
二
人

の
計
十
七
人
の
名
前
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
金
剛
寺
が
所
在
し
て
い
た
高
幡
村
ほ
か
六
ヶ
村
に
檀
家
が
散
住
し
分
布
し

て
い
た
。
そ
の
分
布
は
第
6
図
に
示
し
た
よ
う
に
高
幡
村
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
約
一
・
五
キ
ロ
圏
内
の
村
々
に
居
住
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る（

11
）。     

　

ま
た
天
保
九
年
六
月
に
金
剛
寺
の
後
住
職
の
件
で
、
檀
家
総
代
が
江
戸
四
箇
寺
の
真
福
寺
宛
に
提
出
し
た
願
書
の
内
容
か
ら
檀
家
の
対

応
を
み
て
い
く
と
、「
旦
中
惣
代
」
一
同
が
金
剛
寺
の
後
住
職
に
任
命
し
て
欲
し
い
と
願
っ
た
人
物
を
真
福
寺
は
「
御
取
上
無
二
御
座
一
」
く
、

別
の
人
物
を
金
剛
寺
の
後
住
職
と
し
て
指
名
し
て
き
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
対
し
「
旦
中
一
同
及
二
示
談
一
候
処
、
未
聞
不
レ
見
之
御
方
ニ
而

者
旦
中
一
同
納
伏
不
レ
仕
、
左
候
得
者
自
然
数
多
之
講
中
江
差
響
、
収
納
方
減
少
仕
候
者
眼
前
之
儀
」
と
し
、
江
戸
四
箇
寺
の
真
福
寺
が
指
名

し
て
き
た
後
住
職
に
つ
い
て
、
金
剛
寺
の
檀
家
総
代
た
ち
は
同
寺
の
収
入
に
関
わ
る
こ
と
と
の
理
由
を
示
し
反
対
し
て
い
た（

12
）。

　

こ
の
よ
う
に
金
剛
寺
の
檀
家
は
金
剛
寺
の
所
在
す
る
高
幡
村
を
は
じ
め
周
辺
の
村
々
に
広
く
分
布
し
、
寺
院
経
営
の
こ
と
に
も
配
慮
し

な
が
ら
金
剛
寺
と
の
関
係
を
維
持
す
る
存
在
で
も
あ
り
、
金
剛
寺
が
こ
の
地
に
存
続
す
る
上
で
重
要
な
支
え
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解

で
き
る
。

④
末
寺

　

金
剛
寺
の
末
寺
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
近
世
後
期
の
文
化
十
三
年
十
一
月
の
段
階
で
は
門
末
と
称
し
て
い
た
醫
王
寺
（
三
沢
村
）・
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(注) は檀家総代 1 名

日野宿 多

摩 

 川

上田村

石田村

浅 川

平村

卍 高幡村 新井村

三沢村

第 6 図　金剛寺の檀家総代所在村落分布図
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安
養
寺
（
下
田
村
）・
壽
徳
寺
（
平
村
）・
延
命
寺
（
堀
之
内
村
）・
薬
王
寺
（
日
野
宿
）・
普
門
寺
（
日
野
宿
）・
石
田
寺
（
石
田
村
）・
真

照
寺
（
落
川
村
）・
高
蔵
院
（
和
田
村
）・
吉
祥
院
（
乞
田
村
）・
東
福
寺
（
落
合
村
）・
最
勝
寺
（
大
塚
村
）
な
ど
一
二
ヶ
寺
と
、「
門
徒
」

と
称
し
て
い
た
徳
善
院
（
平
山
村
）・
正
蔵
院
（
堀
之
内
村
）・
真
福
寺
（
宮
村
）・
正
樂
院
（
下
田
村
）・
高
徳
寺
（
新
井
村
）・
眞
明
寺
（
一

之
宮
村
）・
金
住
院
（
中
野
村
）
な
ど
七
ヶ
寺
の
計
一
九
ヶ
寺
が
あ
っ
た（

13
）。
そ
れ
ら
末
寺
の
分
布
状
況
を
第
7
図
に
よ
っ
て
み
て
い
く

と
、
金
剛
寺
の
位
置
す
る
高
幡
村
の
近
隣
や
浅
川
を
挟
ん
だ
対
岸
の
諸
村
に
分
布
し
、
そ
の
範
囲
は
東
南
方
向
約
三
・
〇
キ
ロ
、
西
南
方

向
約
二
・
八
キ
ロ
、
南
方
向
約
四
・
五
キ
ロ
、
北
方
向
約
一
・
五
キ
ロ
に
お
よ
び
、
金
剛
寺
周
辺
の
諸
村
に
広
く
点
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

こ
の
末
寺
と
本
寺
で
あ
る
金
剛
寺
の
関
係
は
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
七
月
、
金
剛
寺
が
門
末
に
対
し
「
高
幡
山
金
剛
寺
会
下
之
寺

院
永
々
可
二
相
守
一
自
二
古
来
一
之
掟
」
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
金
剛
寺
は
門
末
の
席
次
、
門
末
寺
院
住
職
の
他
寺
へ
の
移
転
、

新
末
寺
の
創
立
、
門
末
か
ら
の
離
脱
な
ど
に
つ
い
て
「
末
々
迄
違
背
無
レ
之
急
度
可
二
相
守
一
連
判
」
を
す
る
こ
と
を
門
末
に
求
め
、
本
寺

と
し
て
の
金
剛
寺
は
末
寺
に
対
し
そ
の
統
制
と
結
び
つ
き
強
め
て
い
る（

14
）。

　

一
方
、
時
代
が
下
っ
た
文
化
十
三
年
十
一
月
に
本
寺
の
金
剛
寺
が
「
自
坊
諸
堂
社
及
二
大
破
一
候
」
と
の
事
情
に
よ
っ
て
、
そ
の
修
理
費

の
工
面
を
思
考
し
て
い
た
が
、「
中
々
以
致
二
成
就
一
難
二
相
成
一
当
惑
仕
」と
い
う
状
況
に
金
剛
寺
は
陥
っ
て
い
た
。
そ
の
折
、金
剛
寺
は「
門

旦
熟
談
之
上
、
無
レ
拠　

御
本
山
・
・
・（
中
略
）・
・
・
金
百
両
拝
借
奉
二
願
上
一
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
山
か
ら
金
百
両
を
借
り
入
れ
、

こ
の
窮
状
を
打
破
す
る
た
め
に
門
末
や
檀
家
と
相
談
し
対
応
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
百
両
の
借
用
に
あ
た
っ
て
は
門
末
・
門
徒
一
九
ヶ

寺
が
借
り
入
れ
の
証
人
と
な
っ
て
い
た（

15
）。

　

こ
の
よ
う
に
本
寺
の
金
剛
寺
と
末
寺
と
の
関
係
は
、
統
制
と
結
束
と
い
う
強
い
結
び
つ
き
の
中
で
本
寺
の
自
坊
諸
堂
社
の
維
持
な
ど
に

対
し
て
は
末
寺
が
一
致
協
力
し
て
対
処
し
て
お
り
、
末
寺
は
本
寺
で
あ
る
金
剛
寺
の
存
続
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。　
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(注)寺院名に下線があるのは門徒寺院

日野宿 卍薬王寺 多

卍普門寺 摩 

下田村卍正樂院 卍安養寺 川

宮村卍真福寺 石田村

卍石田寺

浅 川 卍 新井村高幡村 卍高徳寺

平村卍壽徳寺 三沢村 落川村

平山村卍徳善院 卍醫王寺 卍真照寺 一之宮村

中野村堀之内村 和田村大塚村

卍眞明寺

卍高蔵院

卍延命寺 落合村 卍金住院 卍最勝寺 卍吉祥院乞田村

卍正蔵院 卍東福寺

第 7 図　金剛寺の門末・門徒分布図
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⑤
談
林

　

金
剛
寺
に
は
僧
侶
の
修
学
の
道
場
と
し
て
談
林
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
談
林
の
設
立
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
元
禄
期
を
相
当

遡
る
時
期
と
推
測
さ
れ
て
い
る（

16
）。

　

談
林
で
は
夏
と
冬
に
開
催
さ
れ
る
祖
師
の
恩
徳
報
謝
の
た
め
の
法
会
で
あ
る
「
報
恩
講
」
に
出
席
し
論
議
研
鑽
を
行
い
、
そ
こ
で
の
修

学
が
住
持
の
資
格
を
得
る
要
件
と
な
っ
て
い
た
が
、
時
代
と
と
も
に
報
恩
講
へ
の
出
席
は
減
少
傾
向
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
四
月
に
は
金
剛
寺
の
談
林
に
出
席
し
修
行
す
る
僧
に
よ
っ
て
「
論
席
」
に
欠
席

の
場
合
の
「
科
料
」
を
決
め
「
能
化
様
」
の
内
意
を
得
て
定
書
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
の
定
書
に
署
名
し
て
い
る
僧
侶
は
末
寺
の
普
門
寺

に
居
住
し
て
い
た
泰
道
ほ
か
九
ヶ
寺
一
八
人
の
修
行
僧
で
、
そ
の
時
期
に
金
剛
寺
の
談
林
が
多
く
の
僧
侶
の
出
席
に
よ
っ
て
研
修
の
場
と

し
て
機
能
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

17
）。

⑥
日
護
摩
講

　

金
剛
寺
に
は
「
日
護
摩
講
」
と
い
う
組
織
が
結
成
さ
れ
て
い
た
。
日
護
摩
講
は
金
剛
寺
の
不
動
尊
に
参
詣
し
所
願
成
就
を
祈
願
し
護
摩

供
養
を
願
う
信
徒
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
講
中
で
あ
る
。
そ
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
が
、
近
世
後
期
の
文
化
十
三
年
十
一
月
に
金
剛
寺
が
本

山
か
ら
諸
堂
社
修
復
の
た
め
に
金
百
両
の
拝
借
を
願
い
出
て
い
る
が
、
そ
の
願
書
に
金
剛
寺
の
引
当
金
と
し
て
「
日
護
摩
講
中
千
軒　

但

シ
三
拾
両
程
」
と
し
て
、
日
護
摩
講
に
は
信
徒
一
〇
〇
〇
軒
が
加
入
し
て
お
り
金
剛
寺
に
は
年
間
三
〇
両
程
の
喜
捨
が
見
込
ま
れ
て
い
た

こ
と
が
推
測
で
き
、
金
剛
寺
と
の
関
係
を
考
え
る
と
日
護
摩
講
の
信
徒
が
信
仰
を
通
し
て
財
政
面
で
の
支
え
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解

で
き
る（

18
）。

⑦
帰
依
者

　

近
世
に
お
い
て
寺
院
が
為
政
者
の
帰
依
を
う
け
る
こ
と
は
、
自
ら
の
寺
院
の
権
威
を
増
し
、
一
般
庶
民
の
信
仰
を
得
る
上
か
ら
も
大
き

な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
金
剛
寺
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
事
実
を
示
す
寄
付
状
が
あ
る（

19
）。

　
　

従
二　

竹
姫
君
様
一
御
寄
附
状
之
写

馬　場

－ 235 －



一
、
葵
御
紋
御
戸
張　
　

一

一
、
同
御
紋
提
灯　
　
　

二
対

右
は
此
た
ひ　

不
動
堂
江
御
祈
禱
の
た
め　

竹
姫
君
様
よ
り
御
寄
附
あ
そ
ば
さ
れ
候
間
、
御
ま
へ
ニ
御
懸
置
候
処
、

上
々
様
方
御
祈
禱
幷　

竹
姫
君
様
御
祈
禱
永
々
御
つ
と
め
あ
る
へ
く
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荻
原

　
　
　

宝
暦
七
丑
年
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

む
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
田

　
　
　
　
　

不
動
尊
御
別
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
剛
寺
江

　

こ
れ
は
、
八
代
将
軍
吉
宗
の
養
女
で
鹿
児
島
藩
主
島
津
継
豊
の
継
室
と
な
っ
て
い
た
竹
姫
（
浄
岸
院
）
の
侍
女
と
思
わ
れ
る
人
物
か
ら

宝
暦
七
年
十
一
月
に
金
剛
寺
宛
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の
で
、
葵
紋
付
の
戸
張
と
提
灯
を
祈
禱
の
た
め
寄
付
す
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
不
動
明

王
の
宝
前
に
掛
け
て
、
将
軍
家
な
ど
や
竹
姫
君
の
た
め
の
祈
禱
の
勤
め
を
末
永
く
行
う
よ
う
に
命
じ
て
い
る（

20
）。

　

こ
れ
ら
の
寄
進
物
つ
い
て
は
、
時
代
が
下
っ
た
天
保
三
年
十
月
に
金
剛
寺
か
ら
寺
社
奉
行
に
差
し
出
し
た
願
書
に
は
「（
寄
進
物
の
） 

葵

御
紋
附
御
戸
張
幷
同
御
紋
附
之
御
提
灯
、
宝
前
江
奉
二
掛
置
一
度
旨
・
・
・（
中
略
）・
・
・
伺
之
通
宝
前
江
掛
置
候
様
被
二　

仰
渡
一
難
レ
有
仕

合
ニ
奉
レ
存
候
」
と
あ
り
、
再
び
不
動
明
王
の
宝
前
に
掛
け
て
御
祈
禱
修
行
を
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
帰
依
者
の
権
威
を
借
り
な
が
ら
布

教
活
動
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

21
）。

　（
2
）
寺
院
行
政
と
の
関
係

　

江
戸
幕
府
は
仏
教
教
団
統
制
の
一
環
と
し
て
触
頭
制
度
を
設
け
て
い
た
。
触
頭
は
寺
社
奉
行
か
ら
下
達
さ
れ
る
命
令
を
受
理
し
配
下
の

寺
院
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
寺
院
か
ら
寺
社
奉
行
に
提
出
す
る
願
書
・
届
書
な
ど
を
進
達
す
る
役
割
を
担
い
、
主
に
江
戸
の
有
力
寺
院
が
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そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
。
新
義
真
言
宗
の
場
合
、触
頭（
役
寺
）は
江
戸
四
箇
寺
と
称
さ
れ
て
い
た
円
福
寺（
江
戸
愛
宕
）・
真
福
寺（
同
）・

弥
勒
寺
（
江
戸
本
所
）・
根
生
院
（
江
戸
湯
島
。
た
だ
し
貞
享
四
年
七
月
以
前
は
湯
島
の
知
足
院
）
で
あ
っ
た
の
で
、
金
剛
寺
は
江
戸
時

代
を
通
し
て
そ
れ
ら
寺
院
の
配
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
存
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
た
め
金
剛
寺
や
末
寺
に
関
わ
る
問
題
な
ど
が
起
き
る
と
、
金
剛
寺
は
触
頭
制
度
の
下
で
江
戸
四
箇
寺
と
の
関
係
の
中
で
対
応
し
そ

の
処
理
を
願
っ
て
い
た
。
例
え
ば
天
保
九
年
二
月
に
金
剛
寺
の
住
職
が
「
不
届
之
儀
」
が
あ
っ
て
「
軽
追
放
」
に
な
っ
た
時
に
は
、
金
剛

寺
の
門
末
総
代
の
醫
王
寺
や
檀
中
総
代
な
ど
は
「
公
儀
御
法
度
」
や
「
一
派
之
掟
法
」
を
守
っ
て
寺
院
内
の
取
り
締
ま
り
を
行
う
こ
と
を

江
戸
四
箇
寺
か
ら
命
じ
ら
れ
請
書
を
差
し
出
し
て
い
る（

22
）。

　

ま
た
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
正
月
に
金
剛
寺
末
寺
の
安
養
寺
が
正
月
六
日
の
御
礼
の
た
め
に
江
戸
城
へ
登
城
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
が
、安
養
寺
の
住
職
が
持
病
の
た
め
欠
席
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
、隣
寺
の
門
末
薬
王
寺
か
ら
江
戸
四
箇
寺
の
真
福
寺
宛
に
「
不

勤
之
儀
・
・
・（
中
略
）・
・
・
御
聞
済
宜
御
沙
汰
奉
二
願
上
一
候
」
と
そ
の
願
書
を
金
剛
寺
の
添
簡
を
付
し
て
提
出
し
て
い
た（

23
）。

　

さ
ら
に
文
化
十
三
年
十
一
月
に
は
金
剛
寺
の
自
坊
や
諸
堂
社
が
大
破
し
修
復
の
た
め
に
金
剛
寺
が
本
山
か
ら
百
両
と
い
う
借
入
金
を
し

て
い
る
が
、
そ
の
返
済
に
際
し
て
は
江
戸
四
箇
寺
が
そ
の
窓
口
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た（

24
）。

　

こ
の
よ
う
に
江
戸
四
箇
寺
は
触
頭
と
し
て
幕
府
か
ら
の
命
令
の
下
達
や
本
寺
・
末
寺
か
ら
の
願
書
・
届
書
な
ど
の
進
達
を
担
う
だ
け
で

な
く
、
本
寺
・
末
寺
の
寺
院
経
営
に
も
深
く
関
わ
っ
て
お
り
金
剛
寺
の
存
立
に
と
っ
て
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

（
3
）
地
域
社
会
と
の
関
係

　

金
剛
寺
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
江
戸
幕
府
か
ら
朱
印
地
三
〇
石
を
下
賜
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
朱
印
地
は
金
剛
寺
に
付
属
し
て
諸
役
を
務

め
る
門
前
百
姓
と
言
わ
れ
た
農
民
に
よ
っ
て
維
持
管
理
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
門
前
百
姓
は
す
べ
て
が
金
剛
寺
の
周
辺
に
居
住
し
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
金
剛
寺
が
所
在
す
る
高
幡
村
に
五
軒
、
高
幡
村
の
西
隣

り
の
平
村
に
二
軒
計
七
軒
が
分
散
し
て
居
住
し
て
い
た（

25
）。
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金
剛
寺
と
門
前
百
姓
七
軒
と
の
関
係
は
幕
末
ま
で
固
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
元
禄
十
四
年
六
月
十
日
の
「
諸
役
之
定
」
に
よ

る
と
㈠
金
剛
寺
の
諸
役
と
㈡
平
村
持
添
高
の
人
足
役
を
負
担
す
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
門
前
百
姓
が
金
剛
寺
に
対
し
従
属
的
な

関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
時
代
が
下
っ
た
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
二
月
三
日
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
札
を
「
御
当
山
百
姓
」（
＝

門
前
百
姓
）
七
名
か
ら
「
高
幡
山
御
役
僧
中
様
」
宛
に
差
し
出
し
て
い
る（

26
）。

　
　
　
　

奉
二
差
上
一
御
定
一
札
之
事

一
、
御
公
儀
様
御
条
目
不
レ
及
レ
申
、
急
度
相
守
可
レ
申
事

一
、
御
院
内
様
御
作
法
御
規
式
等
何
ニ
而
茂
相
背
申
間
敷
事

一
、
何
レ
之
於
二
御
供
先
一
も
何
ニ
而
茂
猥
ケ
間
敷
儀
堅
仕
間
敷
事

一
、
御
院
内
江
立
入
候
節
者
一
切
無
礼
ケ
間
敷
事
不
レ
仕
、
随
分
神
妙
相
慎
可
レ
申
事

一
、
村
方
者
不
レ
及
レ
申
、
於
二
他
所
等
ニ
一
御
登
山
之
御
恥
辱
ケ
間
敷
事
堅
仕
間
敷
候
事

　

 

右
之
五
条
逐
一
被
二　

仰
渡
一
候
趣
承
知
奉
レ
畏
候
、
尤
も
御
定
之
外
何
事
不
レ
寄
急
度
相
守
可
レ
申
候
、
為
二
後
日
一
連
印
一
札
奉
二

差
上
一
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
当
山
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
八
㊞

　
　
　
　

享
和
三
年
亥
二
月
三
日　
　
　
　
　
　

小
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
四
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
太
郎
㊞
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名
主

　
　
　
　
　
　

高
幡
山
様　
　
　
　
　
　
　
　
　

治
郎
八
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
僧
中
様

　

こ
の
よ
う
に
金
剛
寺
は
公
儀
の
法
令
を
は
じ
め
金
剛
寺
内
の
作
法
や
規
則
に
背
か
な
い
こ
と
や
、
御
供
先
で
の
振
舞
い
、
寺
院
内
で
の

礼
儀
、
村
内
や
他
所
で
の
行
動
な
ど
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
を
細
々
と
門
前
百
姓
に
指
示
し
て
お
り
、
門
前
百
姓
が
金
剛
寺
に
対
し

極
め
て
従
属
的
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
関
係
性
に
よ
っ
て
金
剛
寺
が
地
域
に
お
い
て
持
続
的
に
存
立
で
き
て
い
た
こ

と
が
理
解
で
き
る
。

　（
4
）
来
訪
者
（
参
詣
人
、
文
人
墨
客
な
ど
）
と
の
関
係

　

こ
こ
で
は
金
剛
寺
と
金
剛
寺
を
訪
れ
た
人
と
の
関
係
の
中
で
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
金
剛
寺
へ
の
参
詣
人
が
ど
の
く
ら
い
い
た
の
か
来
訪
者
の
実
数
に
つ
い
て
は
不
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
文
化
十
三
年
十
一
月
の

史
料
に
よ
る
と
「
不
動
尊
賽
物　

但
シ
年
ニ
金
拾
両
程
」
と
あ
り
、
近
世
後
期
に
は
年
間
で
一
〇
両
ほ
ど
の
喜
捨
が
行
わ
れ
る
ほ
ど
信
仰

を
目
的
に
訪
れ
る
人
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る（

27
）。 

　

つ
い
で
近
世
後
期
の
文
化
・
文
政
期
以
降
に
な
る
と
、
江
戸
周
辺
の
名
所
に
江
戸
の
文
人
墨
客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
が
、
金

剛
寺
に
は
狂
歌
師
で
江
戸
幕
府
勘
定
所
役
人
で
あ
っ
た
大
田
南
畝
が
文
化
六
年
二
月
十
七
日
に
金
剛
寺
を
訪
れ
て
い
る
。
南
畝
は
多
摩
川

の
堤
防
な
ど
の
見
分
出
張
時
に
前
日
（
二
月
十
六
日
）、
八
王
子
か
ら
豊
田
村
に
到
着
し
豊
田
村
の
権
兵
衛
宅
に
宿
泊
し
、
上
田
村
経
由

で
浅
川
の
対
岸
に
至
り
「
上
田
村
の
む
か
ふ
に
高
幡
村
と
い
ふ
所
あ
り
。
こ
ゝ
に
高
幡
山
金
剛
寺
新
義

真
言
あ
り
て
、
名
高
き
不
動
明
王
い
ま
す

と
き
ゝ
て
、
橋
を
わ
た
り
て
山
路
に
入
れ
ば
、
右
の
方
な
る
里
正
の
宿
に
梅
あ
ま
た
咲
た
て
り
。
消
梅
也

と
云
。　

こ
ゝ
に
榜
示
あ
り
て
、
自
是
東

南
高
幡
山
領
と
あ
り
」
と
記
し
、
続
け
て
金
剛
寺
境
内
の
社
や
墓
石
・
不
動
明
像
な
ど
の
様
子
を
記
し
て
い
る（

28
）。 

　

ま
た
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
十
月
に
御
三
卿
清
水
家
の
家
臣
（
御
広
敷
用
人
）
で
江
戸
郊
外
の
「
遊
行
を
好
」
ん
で
い
た
村
尾
正
靖
は
、
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百
草
村
（
現
・
日
野
市
）
と
金
剛
寺
を
訪
れ
、「
百
草
道
の
記
幷
高
畠
不
動
尊
詣
共
」
と
言
う
紀
行
文
を
執
筆
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る

と
村
尾
正
靖
は
同
伴
者
と
早
朝
、
江
戸
を
立
ち
甲
州
道
中
を
進
み
府
中
に
至
り
一
ノ
宮
の
渡
し
で
多
摩
川
を
渡
り
、
名
勝
地
と
知
ら
れ
て

い
た
松
蓮
寺
を
訪
ね
、
そ
の
後
金
剛
寺
を
訪
問
し
て
い
る
。
金
剛
寺
は
「
荊
棘
の
中
、
山
の
麓
を
行
ば
、
道
の
左
に
不
動
尊
の
寺
門
あ
り
、

其
西
に
大
門
、
建
武
に
建
立
す
と
云
、
山
門
松
の
木
立
物
ふ
り
て
見
ゆ
、
故
色
い
わ
ん
方
な
し
、
山
門
茅
も
て
葺
、
柱
も
羽
目
の
板
も
あ

ま
た
の
星
霜
を
経
て
、雨
に
さ
ら
さ
れ
て
木
理
の
み
高
く
成
、も
の
書
た
る
様
な
る
所
々
も
、剥
蝕
磨
滅
よ
む
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
状
況
で
、

突
然
の
訪
問
に
も
か
か
わ
ら
ず
住
職
と
老
僧
の
歓
待
を
う
け
境
内
を
案
内
し
て
も
ら
い
夜
に
は
一
献
を
傾
け
て
い
る
。
そ
の
紀
行
文
の
最

後
に
は
金
剛
寺
の
由
緒
や
記
録
、
さ
ら
に
什
物
な
ど
に
つ
い
て
書
き
留
め
て
い
る（

29
）。

　

さ
ら
に
青
梅
生
ま
れ
の
文
人
で
江
戸
か
ら
多
摩
川
の
水
源
探
索
の
紀
行
文
『
玉
川
泝
源
日
記
』
を
著
述
し
た
山
田
早
苗
は
、
そ
の
『
玉

川
泝
源
日
記
』
の
中
で
「
高
幡
金
剛
寺
に
ま
う
づ
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
天
保
十
二
年
四
月
に
金
剛
寺
を
訪
れ
て
い
た
。
そ
の
日
記
に

は
金
剛
寺
の
現
状
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
は
な
い
が
、『
江
戸
名
所
図
会
』
の
文
章
を
引
用
し
金
剛
寺
の
事
歴
や
本
尊
不
動
明
王
の
説
明

な
ど
を
掲
載
し
て
お
り
、
多
摩
川
流
域
に
位
置
す
る
古
刹
で
あ
る
金
剛
寺
に
関
心
を
も
っ
て
訪
問
し
、『
江
戸
名
所
図
会
』
の
記
事
な
ど

を
参
考
に
し
な
が
ら
山
田
早
苗
は
金
剛
寺
を
踏
査
し
て
い
た（

30
）。

　

こ
の
よ
う
に
近
世
後
期
に
至
る
と
、
一
般
の
参
詣
人
の
み
な
ら
ず
文
人
墨
客
も
金
剛
寺
を
訪
れ
て
お
り
、
金
剛
寺
が
宗
教
施
設
で
あ
る

と
と
も
に
、名
所
・
旧
跡
と
し
て
も
関
心
を
集
め
て
お
り
、そ
れ
ら
来
訪
者
と
の
関
係
性
の
中
で
金
剛
寺
が
存
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
三
　
金
剛
寺
の
寺
院
経
営

　

金
剛
寺
を
存
立
さ
せ
て
き
た
同
寺
院
の
財
政
面
で
の
経
営
に
つ
い
て
、
経
常
収
入
や
そ
の
収
入
の
実
態
、
臨
時
支
出
へ
の
対
応
、
幕
末

の
収
支
状
況
な
ど
の
諸
点
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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（
1
）
経
常
収
入
　

　

金
剛
寺
が
寺
院
経
営
の
た
め
に
経
常
的
な
収
入
を
ど
の
よ
う
に
得
て
い
た
の
か
は
史
料
上
の
制
約
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
し
か
し
文
化
十
三
年
十
一
月
に
金
剛
寺
は
境
内
の
建
物
修
復
の
た
め
に
本
山
に
金
百
両
の
拝
借
を
願
い
出
て
い
て
、
そ
の
百
両
の
借

入
の
た
め
に
そ
の
引
当
金
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
を
書
き
上
げ
て
い
た（

31
）。 

一
、
御
朱
印
高
三
拾
石　
　
　
　

但
シ
此
納
米
八
拾
俵

一
、
持
添
田
地
弐
拾
石　
　
　
　

但
シ
御
年
貢
上
納
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

残
而
米
四
拾
俵

一
、
檀
家
百
三
拾
軒　
　
　
　
　

但
シ
米
弐
拾
俵
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
五
両
程

一
、
不
動
尊
賽
物　
　
　
　
　
　

但
シ
年
ニ
金
拾
両
程

一
、
日
護
摩
講
中
千
軒　
　
　
　

但
シ
金
三
拾
両
程

一
、
祠
堂
元
金
百
両　
　
　
　
　

但
シ
此
利
足
壱
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
金
十
五
両

　

こ
の
よ
う
に
借
入
金
に
対
し
本
山
に
申
し
出
て
い
た
引
当
金
は
、
①
三
〇
石
の
朱
印
地
か
ら
の
収
穫
米
八
〇
俵
、
②
二
〇
石
の
他
村
に

所
有
し
て
い
る
田
地
か
ら
の
収
穫
米
四
〇
俵
、
③
檀
家
一
三
〇
軒
か
ら
の
上
納
米
二
〇
俵
程
・
上
納
金
一
五
両
程
、
④
参
詣
人
か
ら
の
不

動
尊
へ
の
賽
銭
一
〇
両
程
、
⑤
日
護
摩
講
中
一
〇
〇
〇
軒
か
ら
の
上
納
金
三
〇
両
程
、
⑥
元
金
一
〇
〇
両
の
祠
堂
金
貸
付
け
に
よ
る
利
益

（
利
息
一
割
五
分
）
金
一
五
両
で
、
合
計
で
金
七
〇
両
・
米
一
四
〇
俵
程
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
引
当
金
と
し
て
記
載
し

た
も
の
で
あ
り
、
確
定
的
な
経
常
収
支
と
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
側
面
も
あ
る
が
、
引
当
金
は
借
入
に
対
し
そ
の
返
済
が
滞
っ
た
時
の
た

め
の
損
金
に
対
す
る
担
保
的
な
意
味
で
書
き
上
げ
て
お
り
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
項
目
と
内
容
に
よ
る
収
入
が
確
保
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ

と
が
で
き
、
記
載
さ
れ
て
い
る
引
当
金
を
こ
の
時
期
に
お
け
る
金
剛
寺
の
経
常
的
な
収
入
と
捉
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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（
2
）
収
入
の
実
態

　

金
剛
寺
の
収
入
の
実
態
を
具
体
的
に
み
て
い
く
と
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
正
月
、
江
戸
芝
愛
宕
に
あ
っ
た
真
福
寺
寺
中
の
真
養
院

か
ら
金
剛
寺
方
丈
宛
に
次
の
よ
う
な
一
札
が
差
し
出
さ
れ
て
い
た（

32
）。

 　
　
　
　
　
　

拝
借
申
一
札
之
事

一
、
金
三
両
也

右
者
今
般
本
堂
及
ニ
破
損
一
、為
二
修
復
一
拝
借
申
上
候
所
実
証
ニ
御
座
候
、返
済
之
儀
ハ
来
午
年
正
月
晦
日
限
ニ
、急
度
返
上
可
レ
申
候
、

若
及
ニ
遅
滞
一
候
ハ
ヽ
加
判
之
者
ゟ
無
ニ
相
違
一
相
弁
、
御
苦
労
相
掛
申
間
敷
候
、
為
二
御
証
一
一
札
差
上
申
候
、
仍
而
如
レ
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芝
愛
宕
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
福
寺
地
中

　
　

文
化
六
巳
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
養
院
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
州
寶
仙
寺
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
ツ
谷
新
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
類
請
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
樂
寺
㊞

　
　

高
幡
山

　
　
　
　

金
剛
寺
方
丈
様

　

こ
れ
は
江
戸
四
箇
寺
の
一
つ
で
あ
っ
た
真
福
寺
の
寺
中
真
養
院
が
同
院
の
本
堂
破
損
に
際
し
そ
の
修
復
費
用
と
し
て
金
三
両
を
金
剛
寺

か
ら
拝
借
し
た
と
い
う
借
用
証
文
で
あ
る
。

　

ま
た
文
化
十
年
五
月
に
は
関
東
十
一
談
林
の
一
つ
で
武
州
埼
玉
郡
（
現
・
行
田
市
）
に
あ
っ
た
「
長
久
寺
」
と
思
わ
れ
る
寺
院
の
住
職
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が
同
寺
の
「
再
建
之
節
金
子
差
支
致
二
借
用
一
」
と
し
て
金
五
〇
両
を
金
剛
寺
か
ら
借
り
受
け
て
い
た
が
、
そ
の
残
金
に
つ
い
て
「
今
酉
年

ゟ
年
々
金
弐
両
宛
返
金
仕
候
処
実
証
也
」
と
の
借
用
証
文
が
金
剛
寺
代
理
の
「
薬
王
寺
法
印
」
宛
に
提
出
さ
れ
て
い
た（

33
）。 

　

こ
の
よ
う
に
金
剛
寺
は
前
項
の
経
常
収
入
と
し
た
中
に
あ
る
「
祠
堂
金
」
に
つ
い
て
は
、
他
の
寺
院
に
金
銭
を
貸
出
し
運
用
し
な
が
ら

そ
の
収
入
を
得
て
い
た
様
子
が
具
体
的
に
わ
か
る
。

（
3
）
臨
時
支
出
へ
の
対
応

　

金
剛
寺
の
支
出
の
う
ち
多
額
の
出
金
が
伴
う
臨
時
の
支
出
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
や
金
剛
寺
の
対
応
な
ど
を
抽
出
し
て
み
て
い
く
と
以

下
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
。

　

宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
二
月
、
金
剛
寺
か
ら
江
戸
四
箇
寺
の
真
福
寺
宛
に
差
し
出
し
た
届
書
に
は
「
拙
寺
本
堂
幷
楼
門
修
復
為
二
助

成
一
、
本
尊
不
動
明
王
幷
霊
宝
等
・
・
・（
中
略
）・
・
・
於
二
芝
愛
宕
山
円
福
寺
境
内
一
開
帳
仕
度
旨
、
同
（
宝
暦
六
年
）
四
月
十
五
日
奉
レ

願
候
処
、
同
十
七
日
願
之
通
被
二
仰
付
一
、
難
レ
有
仕
合
奉
レ
存
候
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
金
剛
寺
の
本
堂
や
楼
門
を
修
復
す
る
た

め
に
本
尊
の
不
動
明
王
や
霊
宝
を
江
戸
の
芝
に
あ
っ
た
愛
宕
山
円
福
寺
境
内
で
開
帳
す
る
こ
と
を
宝
暦
六
年
四
月
に
願
い
出
て
許
可
さ
れ

て
い
た
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
建
物
修
復
と
い
う
臨
時
支
出
に
対
応
す
る
た
め
に
出
開
帳
を
実
施
し
そ
の
資
金
を
得
て
い
た
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る（

34
）。 

　

ま
た
時
代
か
下
っ
た
文
政
三
年
十
二
月
に
は
、
金
剛
寺
は
「
拙
寺
持
不
動
堂
為
二
修
復
金
与
一
、
御
本
山
御
積
立
金
之
内
金
子
百
両
御
願

申
上
、
当
巳
年
暮
よ
り
来
ル
寅
年
暮
迄
拾
箇
年
賦
ニ
相
定
、
拝
借
仕
候
」（

35
）と
あ
る
よ
う
に
「
本
山
智
積
院
御
役
者
中
」（

36
）か
ら
金
百
両

を
借
用
し
て
お
り
、
金
剛
寺
で
は
建
物
の
修
復
に
か
か
る
多
額
な
臨
時
の
支
出
に
対
し
て
は
本
山
か
ら
の
借
入
金
で
賄
っ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
十
二
月
、
高
幡
村
農
民
角
右
衛
門
は
金
剛
寺
に
対
し
「
当
戌
御
年
貢
御
上
納
ニ
指
詰
り
候
ニ
付
書
面
之

田
地
貴
寺
様
へ
譲
渡
シ
、
地
代
金
と
し
て
金
拾
四
両
只
今
慥
ニ
受
取
、
御
年
貢
御
上
納
仕
候
処
実
正
ニ
御
座
候
」
と
記
し
た
田
地
譲
渡
証
文

を
差
し
出
し
て
い
る（

37
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
金
剛
寺
は
高
幡
村
の
農
民
が
所
持
す
る
田
地
三
筆
を
合
わ
せ
た
反
別
八
畝
九
歩
を
譲
り
受
け
る
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こ
と
に
な
り
、
引
き
換
え
に
金
一
四
両
を
支
出
し
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
金
剛
寺
が
臨
時
の
支
出
を
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で

き
る（

38
）。

（
4
）
幕
末
の
収
支
状
況

　

幕
末
期
に
お
け
る
金
剛
寺
の
財
政
収
支
を
記
録
し
た
「
支
分
入
覚
帳
」
が
同
寺
の
納
戸
方
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る（

39
）。

　

そ
の
主
な
内
容
を
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
の
場
合
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
ま
ず
収
入
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

二
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
金
三
十
両
一
ヶ
月
分

一
、
金
壱
分
弐
朱
ト　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
藤
金
三
郎
ゟ
入　

　
　
　
　
　
　

壱
匁
五
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
賦
利
分
也

（  

中  

略  

）

十
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  
亀
戸　
　

  

卯
年
分
入

一
、
金
壱
両　
　
　
　
　
　
　
　

 　

普
門
院
元
金
十
両
之
利
分

廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  
京
都　
　
　

卯
年
分
入

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
波
羅
ゟ
支
分
菓
子
料

　
　
　
　
元
金
五
両
寶
田
直
山
殿
ニ
直
渡

晦
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
金
廿
四
両　
　
　
　
　
　
　
　

 

成
田
山
ゟ
利
分
入

極
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

（
報
）

一
、
金
廿
両　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

高
幡
山
ゟ
芳
謝
金
利
分
入

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
金
三
両　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

高
幡
村
又
吉
ゟ
元
金
三
両
利
分
入
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同
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
金
六
両
弐
分　
　
　
　
　
　
　

 

高
幡
村
箕
蔵　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
元
金
六
十
五
両
利
分
入

　

こ
れ
に
よ
る
と
近
藤
金
三
郎
と
い
う
武
士
ら
し
き
人
物
に
金
三
〇
両
を
貸
出
し
そ
の
利
息
分
と
し
て
金
一
分
二
朱
と
一
匁
五
分
が
収
入

と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
金
剛
寺
と
の
直
接
的
な
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
亀
戸
の
普
門
院
、
京
都
の
六
波
羅
密
寺
、
成
田
山
新
勝
寺
な
ど

の
寺
院
や
、
さ
ら
に
金
剛
寺
が
所
在
す
る
高
幡
村
の
農
民
へ
の
貸
出
金
な
ど
所
謂
、
祠
堂
金
に
よ
る
利
子
分
の
収
入
が
あ
っ
た
。

　

支
出
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
っ
た
。

五
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　

一
、
金
八
両
壱
分
弐
朱　

任
官
上
京
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
江々
挨
拶

　
　
　
　
　
五
月
廿
四
日
皆
済
、
駿
州
御
屋
敷
分

　
　
　
　
　
大
護
院
愛
宕
外
所
々

一
、
金
壱
両
壱
分　
　
　
　

伊
川
殿
筆
三
幅

七
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
屛
）

一
、
金
弐
両　
　
　
　
　
　

坐
瓶
風
壱
枚
代

同
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

加
賀
屋
敷
齊
藤
内
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
く
へ
助
成

　

こ
の
記
載
か
ら
安
政
二
年
五
月
二
十
八
日
に
は
金
剛
寺
住
職
と
思
わ
れ
る
人
物（

40
）の
任
官
の
た
め
京
都
に
赴
く
前
に
関
係
者
へ
の
挨
拶

の
費
用
や
購
入
し
た
掛
軸
・
屏
風
の
代
金
な
ど
の
支
払
い
、
さ
ら
に
武
家
の
奥
方
へ
の
援
助
金
な
ど
に
支
出
し
て
い
た
。

　

ま
た
安
政
二
年
十
二
月
十
八
日
に
は
「
一
、金
弐
両
弐
分
三
朱
ト
五
十
文　

高
幡
村　

御
地
頭
所　

無
尽
掛
弐
会
分　

高
幡
箕
蔵
へ
渡
」、
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安
政
三
年
に
は
「
六
月
六
日
出
立
七
月
二
日
帰
り　

一
、
金
三
両
三
分
弐
朱
ト

五
百
五
十
八
文　

熱
海
入
湯
入
用
」
な
ど
の
記
述
も
み
ら
れ
、
地
頭
所
が
発
起

人
と
な
っ
た
無
尽
の
掛
け
金
や
熱
海
へ
の
湯
治
を
兼
ね
た
旅
行
な
ど
へ
の
支
出

も
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
支
分
入
覚
帳
」
に
は
主
に
祠
堂
金
の
貸
出
し
に
よ
る
利
子
収
入
と
日

常
品
な
ど
の
よ
う
に
恒
常
的
な
経
費
以
外
に
支
出
す
る
も
の
が
書
き
上
げ
ら
れ

て
お
り
、
金
剛
寺
の
経
済
的
活
動
に
よ
る
収
入
と
非
日
常
的
な
生
活
空
間
で
支

出
し
て
い
た
金
銭
の
動
き
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。     

　

嘉
永
七
年
（
安
政
元
年
）
か
ら
文
久
元
年
ま
で
八
ヶ
年
の
収
支
全
般
の
状
況

を
み
て
い
く
と
第
1
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
収
入
は
八

年
の
間
、
毎
年
金
七
〇
両
余
～
一
四
一
両
余
で
推
移
し
て
お
り
、
支
出
は
金
六

両
余
～
一
六
三
両
余
で
、
収
入
か
ら
支
出
を
引
い
た
残
金
は
安
政
六
年
の
み
唯

一
マ
イ
ナ
ス
金
三
一
両
程
の
支
出
超
過
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の

年
は
金
四
八
両
余
～
一
三
五
両
余
と
残
金
の
幅
は
あ
っ
た
が
、
か
な
ら
ず
収
入

よ
り
支
出
は
下
回
り
、
残
金
は
プ
ラ
ス
と
な
っ
て
い
て
収
支
的
に
は
剰
余
金
が

生
じ
て
い
た
の
で
、
幕
末
期
に
お
け
る
金
剛
寺
の
財
政
面
で
の
収
支
環
境
は
安

定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第 1 表　幕末期金剛寺の金銭収支表

年  度 収 入 金 額 支 出 金 額 残 金 額
嘉永 7 年（1854） 金 125 両 2 朱と銀 10 匁 金 30 両 金 95 両 2 朱と銀 10 匁
安政 2 年（1855） 金 116 両 1 分 3 朱 金 47 両 2 朱 金 69 両 1 分 1 朱

安政 3 年（1856） 金 96 両 3 分 1 朱 と銭
２貫 166 文

金 48 両 2 分 3 朱と銭２
貫 529 文 金 48 両 1 朱 と銭 53 文

安政 4 年（1857） 金 140 両 3 分 1 朱 と銭
65 文

金 56 両 1 分 2 朱と銭２
貫 529 文

金 83 両 3 分 3 朱 と銭
7 文

安政 5 年（1858） 金 140 両 1 分 3 朱 と銭
２貫 800 文 金 29 両 1 分と銭 550 文 金 111 両 2 朱 と銭 2 貫

314 文

安政 6 年（1859） 金 132 両 と銭２貫 103
文

金 163 両 2 分 3 朱 と銭
1 貫 801 文 （マイナス）金 31 両程

安政 7 年（1860） 金 70 両 3 分 金 17 両 2 分 2 朱と銭
338 文 金 52 両 1 分 1 朱

文久元年（1861） 金 141 両 3 分 1 朱 金 6 両 2 分 金 135 両 1 分 1 朱
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お
わ
り
に

　

以
上
、
近
世
に
お
い
て
田
舎
本
寺
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
武
州
多
摩
郡
に
所
在
す
る
高
幡
山
金
剛
寺
に
つ
い
て
、
寺
域
環
境
や
、
金

剛
寺
と
信
仰
・
寺
院
行
政
・
地
域
社
会
・
来
訪
者
と
の
関
係
、
さ
ら
に
財
政
面
か
ら
の
寺
院
経
営
な
ど
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
存

立
の
実
態
を
検
証
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
要
約
し
若
干
の
考
察
を
加
え
ま
と
め
と
す
る
。

　

近
世
後
期
の
一
八
〇
〇
年
代
初
め
か
ら
幕
末
に
か
け
て
描
か
れ
て
い
た
地
誌
の
画
図
や
そ
の
内
容
か
ら
は
、
金
剛
寺
の
寺
域
が
樹
木
に

覆
わ
れ
、
不
動
堂
を
中
心
に
諸
堂
舎
・
諸
施
設
が
配
さ
れ
、
近
世
の
金
剛
寺
は
そ
れ
ら
建
物
や
伝
承
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
由
緒
あ

る
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
古
刹
と
し
て
の
雰
囲
気
が
漂
う
宗
教
的
な
文
化
空
間
を
形
成
し
て
い
る
場
所
で
あ
っ
た（

41
）。
ま
た
金
剛

寺
は
江
戸
幕
府
か
ら
朱
印
地
を
下
賜
さ
れ
近
世
を
通
し
て
古
く
か
ら
の
歴
史
を
有
す
る
寺
院
と
し
て
多
摩
郡
高
幡
村
の
地
に
存
続
し
て
い

た
が
、
そ
の
存
続
し
て
い
く
中
で
の
関
係
性
を
集
団
や
個
人
に
焦
点
を
当
て
て
み
て
い
く
と
、
信
仰
活
動
で
は
本
山
・
法
類
・
檀
家
・
末
寺
・

日
護
摩
講
の
集
団
や
帰
依
者
な
ど
と
関
わ
り
、
寺
院
行
政
で
は
江
戸
四
箇
寺
、
地
域
社
会
で
は
門
前
百
姓
、
参
詣
者
や
来
訪
し
た
文
人
墨

客
な
ど
と
多
岐
に
わ
た
る
関
係
を
築
き
そ
の
関
係
性
を
維
持
し
な
が
ら
存
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
財
政
面
で
の
寺
院
経
営
を
み
て
い
く
と
、
近
世
後
期
に
お
け
る
経
常
収
入
は
朱
印
地
や
所
持
地
か
ら
の
収
穫
米
、
檀
家
か
ら
の

上
納
の
米
や
金
銭
、
参
詣
人
の
賽
銭
、
日
護
摩
講
中
か
ら
の
上
納
金
、
祠
堂
金
貸
付
の
利
益
な
ど
で
金
七
〇
両
・
米
一
四
〇
俵
ほ
ど
で
、

臨
時
収
入
に
は
他
の
寺
院
の
建
物
修
理
費
な
ど
に
祠
堂
金
を
貸
付
け
そ
の
運
用
に
伴
う
利
子
収
入
な
ど
が
あ
っ
た
。
臨
時
支
出
に
は
金
剛

寺
の
寺
域
内
の
諸
堂
舎
の
修
理
や
農
民
所
持
地
の
譲
受
け
な
ど
に
伴
う
も
の
で
、
建
物
修
復
の
資
金
は
開
帳
や
拝
借
金
で
調
達
し
て
い
た
。

幕
末
の
収
支
状
況
は
残
金
に
欠
損
を
生
じ
年
も
例
外
的
に
あ
っ
た
が
、
全
般
的
に
は
収
入
よ
り
支
出
は
下
回
っ
て
お
り
幕
末
期
に
お
け
る

金
剛
寺
の
財
政
環
境
は
安
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
か
ら
金
剛
寺
の
事
例
を
通
し
て
み
る
か
ぎ
り
、
近
世
に
お
け
る
田
舎
本
寺
は
地
域
社
会
の
中
に
あ
っ
て
人
々
の
信

仰
を
集
め
る
宗
教
的
文
化
空
間
を
形
成
し
、
信
仰
活
動
に
伴
う
多
方
面
に
わ
た
る
関
係
や
、
日
護
摩
講
・
檀
家
な
ど
の
諸
集
団
・
帰
依
者
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な
ど
に
支
え
ら
れ
、
文
人
墨
客
な
ど
の
参
詣
人
と
の
関
係
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
財
政
的
に
は
祠
堂
金
の
貸
付
け
な
ど
に
よ
っ
て
安
定
的

な
財
政
環
境
の
中
で
寺
院
経
営
が
図
ら
れ
存
立
し
て
い
た
実
態
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
注
】

（
1
）『
日
野
市
史  
史
料
集　

地
誌
編
』（
日
野
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
七
七
年
七
月
）　

二
四
九
頁
～
二
五
一
頁
。

（
2
）「
田
舎
本
寺
」
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
よ
る
と
近
世
に
至
り
中
央
か
ら
独
立
し
た
寺
院
組
織
を
確
立
し
て
い
き
、
そ
の
地
位
を

確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
っ
た
支
配
本
寺
を
「
田
舎
本
寺
」
と
呼
称
す
る
と
し
て
い
る
（
坂
本
勝
成
「
田
舎
談
林
の
成
立
と
展
開

︱
常
陸
国
筑
波
郡
神
郡
新
義
真
言
宗
普
門
寺
を
中
心
と
し
て
︱
」（『
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
』
第
四
一
号 　

一
九
七
二
年
二
月
）。

	

　

と
こ
ろ
で
、「
田
舎
本
寺
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
管
見
の
限
り
で
は
史
料
上
で
の
確
認
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
筆
者
も
参

加
し
て
行
っ
た
高
尾
山
薬
王
院
（
現
・
八
王
子
市
）
の
古
文
書
調
査
の
成
果
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
高
尾
山
薬
王
院
文
書　

第
一
巻
』

（
法
政
大
学　

一
九
八
九
年
一
〇
月
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
元
禄
八
年
十
一
月
二
十
一
日
「
色
衣
式
目
」（
同
書 

二
四
〇
頁
～

二
四
一
頁
）
に
「
於
二
田
舎
一
為
二
本
寺
一
之
寺
院
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
高
尾
山
薬
王
院
や
高
幡
山
金
剛
寺
は
こ
の
文
言
の
概
念

で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
な
お
同
文
言
の
存
在
に
つ
い
て
は
明
治
大
学
博
物
館
外
山
徹
氏
に
教
示
を
う
け
た
。

（
3
）
日
暮
義
晃
「
新
義
真
言
宗
田
舎
本
寺
大
悲
願
寺
と
そ
の
門
末
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
二
〇
号 　

二
〇
一
一
年
一
〇
月
）。

（
4
）
高
幡
山
金
剛
寺
に
つ
い
て
は
一
九
九
二
年
七
月
に
同
寺
の
協
力
の
も
と
法
政
大
学
に
よ
っ
て
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
調
査
団
が
結
成

さ
れ
、
一
九
九
七
年
三
月
ま
で
五
年
近
く
の
歳
月
を
か
け
て
近
世
の
古
文
書
約
四
一
〇
〇
点
を
中
心
に
調
査
研
究
が
な
さ
れ
、
そ

れ
ら
の
研
究
成
果
と
し
て
法
政
大
学
か
ら
『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
目
録
』（
一
九
九
四
年
三
月
刊
）、『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
、

下
巻
（
一
九
九
六
年
三
月
、
一
九
九
七
年
三
月
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
文
書
調
査
団
に
は
筆
者
も
参
加
し
て
お
り
、
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本
稿
は
そ
れ
ら
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
5
）
植
田
孟
縉
著
『
武
蔵
名
勝
図
会
』（
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
6
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

一
三
九
頁
。

（
7
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

六
七
頁
。
た
だ
し
『
新
編
武
蔵
国
風
土

記
稿
』
の
高
幡
村
の
項
で
は
「
別
当
金
剛
寺
」
に
つ
い
て
「
新
義
真
言
宗
。
京
都
智
積
院
ノ
末
ナ
リ
。
高
幡
山
ト
號
ス
」
と
あ
り
、

近
世
後
期
に
は
京
都
智
積
院
を
本
山
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
掲
の（
注
36
）に
記
し
た
こ
と
で
も
確
認
で
き
る
。

（
8
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
下
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
七
年
三
月
）　

二
一
一
頁
～
二
一
二
頁
、
四
三
四
頁
。

（
9
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

七
六
頁
。
同 

下
巻　

二
八
七
頁
～

三
五
五
頁
。

（
10
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
四
八
頁
。

（
11
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

一
四
五
頁
～
一
四
七
頁
。

（
12
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
七
年
三
月
）　

一
四
五
頁
～
一
四
七
頁
。

（
13
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
四
八
頁
～
二
五
〇
頁
。

（
14
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
下
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
七
年
三
月
）　

三
頁
～
五
頁
。

（
15
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
四
八
頁
～
二
五
〇
頁
。

（
16
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

四
〇
七
頁
。

（
17
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

三
六
九
頁
。

（
18
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
四
八
頁
～
二
五
〇
頁
。
時
代
が
下
っ

た
明
治
二
十
二
年
作
成
と
考
え
ら
れ
る
「
永
代　

日
護
摩
講
連
名
」（
前
同
書　

二
一
九
頁
～
二
二
二
頁
）
が
金
剛
寺
に
よ
っ
て
作

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
日
護
摩
講
の
一
部
と
思
わ
れ
る
五
七
名
の
氏
名
と
そ
の
居
住
地
や
配
札
数
、
さ
ら
に
配
札
先
な
ど
が
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書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
講
中
の
様
子
を
部
分
的
に
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
講
中
の
居
住
地
は
大
神
村
、
野
津
田
、

横
山
町
、
三
沢
、
代
継
村
、
程
久
保
、
八
王
子
町
、
相
原
な
ど
現
在
の
日
野
、
昭
島
、
あ
き
る
野
、
八
王
子
の
各
市
域
に
あ
た
る

地
域
を
は
じ
め
、
菅
村
、
中
之
島
村
な
ど
現
在
の
川
崎
市
域
に
あ
た
る
多
摩
川
下
流
域
、
横
浜
常
盤
町
五
丁
目
、
東
京
小
網
町
二

丁
目
、
大
坂
本
町
三
丁
目
、
江
州
神
崎
郡
川
並
村
、
筑
前
博
多
掛
町
な
ど
の
遠
隔
地
に
も
広
が
っ
て
い
た
。
た
だ
し
江
戸
時
代
に

は
そ
れ
ら
の
う
ち
遠
隔
地
は
と
も
か
く
武
蔵
国
多
摩
郡
や
橘
樹
郡
に
日
護
摩
講
の
一
部
が
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
19
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
下
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
七
年
三
月
）　

三
七
二
頁
。

（
20
）
竹
姫
（
浄
岸
院
）
に
つ
い
て
は
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
一
（
続
群
書
類
聚
完
成
会　

一
九
七
〇
年
七
月
）
五
三
頁
参
照
の
こ
と
。

た
だ
し
同
書
で
は
竹
姫
の
婚
ぎ
先
を
島
津
家
の
「
継
高
」
と
し
て
い
る
が
、
島
津
「
継
豊
」
の
誤
り
で
あ
る
。

（
21
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
下
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
七
年
三
月
）　

三
七
〇
頁
。

（
22
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

一
四
五
頁
。

（
23
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
下
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
七
年
三
月
）　

三
二
頁
～
三
三
頁
。

（
24
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
四
八
頁
。

（
25
）	

門
前
百
姓
五
軒
が
暮
ら
し
て
い
た
高
幡
村
は
天
保
九
年
四
月
の「
村
柄
明
細
書
上
帳
」に
よ
る
と
東
西
八
町（
約
八
七
二
メ
ー
ト
ル
）・

南
北
七
町
（
約
七
六
三
メ
ー
ト
ル
）
の
広
さ
を
有
す
る
村
で
、
村
高
は
一
三
七
石
五
斗
三
升
、
家
数
三
三
軒
、
村
民
一
五
五
人
（
男

八
一
人
、
女
七
四
人
）
が
暮
ら
し
、
領
主
は
松
平
登
之
助
で
旗
本
領
で
あ
っ
た
（『
日
野
市
史 

史
料
集　

地
誌
編
』（
日
野
市
史
編

さ
ん
委
員
会　

一
九
七
七
年
三
月
）　

二
四
九
頁
～
二
五
一
頁
）。
ま
た
二
軒
の
門
前
百
姓
が
住
ん
で
い
た
平
村
は
天
保
九
年
四
月

作
成
の
「
村
方
明
細
帳
」
に
よ
る
と
村
の
広
さ
は
東
西
七
町
（
約
七
六
三
メ
ー
ト
ル
）・
南
北
五
町
（
約
五
四
五
メ
ー
ト
ル
）
で
、

村
高
は
二
七
一
石
四
升
三
合
、
家
数
は
七
四
軒
、
村
民
は
三
八
九
人
（
男
二
〇
八
人
、
女
一
八
一
人
）
で
、
領
主
は
高
幡
村
と
同

じ
旗
本
の
松
平
登
之
助
で
あ
っ
た
（『
日
野
市
史 

史
料
集　

地
誌
編
』（
日
野
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
七
七
年
三
月
）　

二
三
四

頁
～
二
三
六
頁
）。
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（
26
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　 

三
五
〇
頁
。

（
27
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
四
八
頁
。

（
28
）
大
田
南
畝
『
調
布
日
記
』
文
化
六
年
二
月
十
七
日
の
条
（『
大
田
南
畝
全
集
』
第
九
巻　

岩
波
書
店　

一
八
六
頁
～
一
八
七
頁
）。

（
29
） 

村
尾
嘉
陵
『
江
戸
近
郊
道
し
る
べ
』
平
凡
社
（
東
洋
文
庫
四
四
八
）　

九
〇
頁
～
一
〇
四
頁
。

（
30
） 

山
田
早
苗
『
玉
川
泝
源
日
記
』
慶
友
社　

六
三
頁
～
六
四
頁
。

（
31
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
四
八
頁
。

（
32
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
四
六
頁
～
二
四
七
頁
。

（
33
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
四
七
頁
。

（
34
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
一
五
頁
。

（
35
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
五
五
頁
。

（
36
）
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
近
世
に
お
い
て
金
剛
寺
の
本
山
は
山
城
国
醍
醐
寺
の
報
恩
院
で
あ
っ
た
が
、
前
掲
（
注
7
）
に
記
し
た
よ

う
に
こ
の
時
期
は
京
都
智
積
院
を
本
山
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
37
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
四
六
頁
。

（
38
）
取
り
交
わ
さ
れ
た
田
地
譲
渡
証
文
に
よ
る
「
年
季
」（
＝
貸
借
期
間
）
は
一
〇
ヶ
年
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
譲
渡
証
文
が
金
剛
寺
に
現

存
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
「
年
季
」
が
過
ぎ
て
も
貸
し
た
一
四
両
は
金
剛
寺
に
返
却
さ
れ
ず
、
田
地
は
金
剛
寺
に
譲
渡
さ
れ

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
事
例
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
金
剛
寺
に
よ
る
土
地
集
積
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
時
期
、
金
剛
寺
の
資
産
形
成
が
地
主
的
側
面
を
持
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
39
）『
高
幡
山
金
剛
寺
文
書
』
上
巻
（
法
政
大
学
地
方
資
料
室
委
員
会　

一
九
九
六
年
三
月
）　

二
五
八
頁
～
二
八
八
頁
。

（
40
）
金
剛
寺
住
職
な
ら
ば
三
〇
世
の
玉
雅
と
考
え
ら
れ
る
。

（
41
）
宗
教
的
文
化
空
間
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
武
州
御
嶽
山
の
宗
教
的
文
化
空
間
の
形
成
と
そ
の
維
持
」（
武
蔵
御
嶽
神
社
及

馬　場
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び
御
師
家
古
文
書
学
術
調
査
団
編
『
武
州
御
嶽
山
の
史
的
研
究
』
岩
田
書
院　

二
〇
一
八
年
三
月
）
を
参
照
の
こ
と
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
高
幡
山
金
剛
寺
で
開
催
さ
れ
た
「
弘
法
大
師
ご
誕
生
一
二
五
〇
年
記
念
春
季
大
祭
国
宝
ま
つ
り
」（
二
〇
二
三
年
四
月
二
十
六

日
～
二
十
九
日
）
で
の
記
念
講
演
「
江
戸
時
代
の
高
幡
山
金
剛
寺
」（
四
月
二
十
九
日
開
催
）
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
講
演
の
機
会
を

与
え
て
い
た
だ
い
た
高
幡
山
金
剛
寺
杉
田
純
一
貫
主
を
は
じ
め
関
係
者
の
皆
様
に
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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